
 

第３号議案 

 

 件 名 

 

 

 県立学校管理規則の一部改正について   

 

 

 提案理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立学校における休業日等の授業の実施に係り、所要の改

正を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
新
旧
対
照
表 

  

第
二
章 
学
期
及
び
休
業
日 

（
休
業
日
の
特
例
） 

第
六
条 

校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
五

条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

教
育
委
員
会
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
休
業
日
に

お
い
て
も
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

略 改

 
 

 
 

正

 
 

 
 

案

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

第
二
章 

学
期
及
び
休
業
日 

（
休
業
日
の
特
例
） 

第
六
条 

校
長
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る 

 
 

 

と
き
は
、
第
五

条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

教
育
委
員
会
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
休
業
日
に

お
い
て
も
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

略 現

行

規

則

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 




